
主文
１　被告は，原告に対し，金１９０３万１９６８円及びこれに対する平成１３年１月２１日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，これを４分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とす

る。
４　この判決は，第１，３項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　請求

被告は，原告に対し，金２７２０万２９７５円及びこれに対する平成１３年１月２１
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，被告が散歩させていた犬が，原告の右下肢に衝

突し，原告に傷害を負わせたとして，動物の占有者の責任に基づき，損害賠償を
請求している事案である。

１　争いのない事実等
(1)ア　原告（昭和３０年３月５日生）は，特殊法人である国際交流基金により研究者

として中国から日本に招へいされたＡの妻であり，原告とＡは，平成１２年９月
１日，来日した。原告は，中国において，甲大学乙学院に実験師として勤務し
ていた（争いのない事実）。

イ　被告は，ゴールデンレトリーバーの成犬シンボリ（約３０キログラム）と幼犬キ
ングを飼育しており，平成１２年９月３日，東京都新宿区ａｂ丁目所在の戸山公
園（以下「本件公園」という。）において，２頭を遊ばせていた（争いのない事
実，乙１の１及び２，被告本人）。

(2)　原告は，平成１２年９月３日午前６時３０分から５０分ころの間，本件公園にお
いて，転倒し，顔面，胸背部，四肢外傷及び顔面骨骨折，脛骨高原骨折等の傷
害を負った（以下「本件事故」という。）（争いのない事実，甲４）。

２　争点
(1)　原告が，前記１(2)のとおり転倒したのは，被告が占有するシンボリが原告に衝

突したためであるか。
(2)　原告の損害額

３　争点についての当事者の主張
(1)　争点(1)について

（原告の主張）
以下の各事実にかんがみると，原告が前記１(2)のとおり転倒して傷害を負っ

たのは，被告が占有するシンボリが原告の右下肢に衝突したためである。
ア　被告は，本件事故当時，本件公園において，テニスボールを投げてシンボリ

に取ってこさせていたところ，本件公園には，他にテニスボールを投げていた
飼い主はいなかった。

イ　原告は，本件事故により，右膝に，右脛骨高原骨折の傷害を負ったのであ
り，かかる傷害は，右下肢に強い外力を受けることによって生じると考えられ
るから，何かが原告の右膝に衝突したと考えられる。

ウ　本件事故後，現場に来た警察官は，周りにいた人から事情を聴取した後，被
告を加害者であると判断して，被告にのみ氏名及び住所を紙に書かせ，これ
をＡに対して手渡した。

エ　被告は，本件事故後，救急車に同乗して原告及びＡ（以下，これらを総称し
て「原告ら」という。）と共に丙大学医学部附属病院（以下「丙病院」という。）に
赴き，また，原告が平成１２年９月５日に入院する際，丙病院に対する治療費
の支払について，保証人となった。

オ　被告は，本件事故後，Ａらと，被害弁償に関する話合いを行い，被告は，そ
の席上で自らの責任を認める発言をしていた。

（被告の主張）
以下の各事実にかんがみると，原告が前記１(2)のとおり傷害を負ったのは，

シンボリが原告に衝突したためであるとはいえない。
ア　原告の転倒した位置は，シンボリが被告の投げたテニスボールを取りに走っ

ていた線上から２，３メートル離れていたので，原告は，シンボリと衝突して転
倒したのではない。



イ　本件事故当時，本件公園には，シンボリ以外にもゴールデンレトリーバーが
数頭いたのであるから，シンボリ以外のゴールデンレトリーバーが原告に衝突
したり，原告を驚かせて転倒した可能性がある。

ウ　原告は，後方に宙返りするように一回転してうつ伏せに倒れたが，シンボリ
の体重は，約３０キログラムであったから，原告の横から原告に衝突したとし
ても，せいぜい原告を横に転倒させられるだけである。

エ　被告は，本件事故当時既に定年退職をしており，時間に余裕があったから，
病院に向かう原告らの救急車に同乗したにすぎないし，丙病院に対する治療
費の支払についての保証人になったのも，Ａから「お父さんになってほしい」と
言われたからにすぎず，被告に責任があることを前提としていたためではな
い。また，被告は，被害弁償について，Ａから，原告が傷害保険に加入してい
ると聞いたので，一時的に立て替えてもよいと考えて治療費についてのみ話
合いをしたもので，責任を認めた上での話合いをしたわけではない。

(2)　争点(2)について
（原告の主張）
ア　原告は，本件事故により，以下のとおり計２７２０万２９７５円の損害を被っ

た。
(ア)　入院治療費

平成１２年９月５日から平成１３年１月１２日まで
６０２万１０４０円

(イ)　入院雑費　入院期間１３２日，１日１５００円 １９万８０００円
(ウ)　付添看護費

原告は，日本語を話せなかったので，Ａが，入院期間中，毎日原告に付
き添っていた。

入院期間１３２日，１日７８００円 　　　１０２万９６００円
(エ)　付添交通費

Ａは，前記(ウ)のとおり，入院期間中，毎日原告に付き添っていた。１日
当たりの交通費は，自宅から高田馬場駅までのバス代１７０円，高田馬場
駅から板橋駅までの電車代１５０円，板橋駅から丙病院までのバス代２１０
円，丙病院から王子駅までのバス代２１０円，王子駅から高田馬場駅まで
の電車代２１０円，高田馬場駅から自宅までのバス代１７０円の計１１２０円
であり，入院期間は１３２日間であった。また，入院当日である９月５日及び
原告の手術の日である同月１３日には，Ａはタクシーを利用し，それぞれ，
２８５０円，３６００円を支出した。

　　　　１５万４２９０円
(オ)　通院治療費

平成１２年９月３日及び平成１３年１月２５日から８月２８日まで計２４回
７０万４３６０円

(カ)　通院交通費 ２４日，１日１１２０円 　２万６８８０円
(キ)　通院付添費

原告は，眼球運動障害のため複視が残っており，右脛骨高原骨折のた
め右膝痛，右膝関節可動域制限が残っていたため，１人で歩くことが不可
能であった。そのため，Ａが，原告の通院に付き添う必要があった。

通院日数２４日，１日３９００円 　９万３６００円
(ク)　通院付添交通費　２４日，１日１１２０円 　２万６８８０円
(ケ)　リハビリ用品 　３万９３２０円
(コ)　国際通話料

原告及びＡは，原告が入院したため，傷害の回復状況等について，中国
在住の原告の両親や，原告らの息子のＣと連絡を取り合った。

　３万６６２２円
(サ)　国際渡航費等

Ｃは，原告を見舞うため，東京を訪れたところ，成都上海往復の航空運
賃として２６００元，上海東京往復の航空運賃として８２０７元，飛行機保険
として合計３０元，中国における空港税として２３０元，日本入国時のビザ手
数料として２３０元，上海における宿泊費として３２３元，上海における電話
代として１３元，中国における交通費として１００１元，領収書郵送料として１
２０元の総計１万２８５４元（１元＝１４．１１円として，約１８万１３７０円）と，
日本国内において，成田空港の空港税として２１００円，国内交通費として



１万１６１０円，宿泊費として４４１０円の合計１万８１２０円の費用を支出し
た。

１９万９４９０円
(シ)　休業損害

原告は，日本において，家事に従事する予定であったところ，入院期間
である１３２日と通院した日である２４日間は，家事に従事することができな
かった。

１５６日，１日９３６４円 　　　１４６万０７８４円
(ス)　入通院慰謝料 　　　３４５万８０００円
(セ)　逸失利益

原告には，本件事故により，眼球運動障害，眼窩下神経麻痺，左顎関節
痛，両咬筋痛，咬合不全，右膝痛，右膝関節可動域制限等の後遺障害が
残存している。これらの後遺症は，少なくとも１０級に該当し，労働能力喪失
率は３０パーセントである。他方，原告の中国での収入は年収６万６３２０元
（１元＝１４．１１円として，約９３万５７７５円）であった。そして，労働能力喪
失期間は２２年間である。

　　　３６９万５２８１円
(ソ)　後遺症慰謝料

前記(セ)のとおり，原告の後遺症は１０級に該当するから，慰謝料は５０
０万円を下らない。 　　　５００万００００円

(タ)　将来の治療費 ５２万５０００円
(チ)　弁護士費用 　　　４５３万３８２８円

イ　保険会社からの支払
原告は，住友海上火災保険株式会社（以下「住友海上」という。）との間で，

海外旅行傷害保険に加入しており，住友海上は，原告に対し，同保険契約に
基づき，３９万９６３４円を，丙病院に対し，同保険契約に基づき，１９５万９５９
０円をそれぞれ支払った。

第３　当裁判所の判断
１　争点(1)について

(1)ア　まず，本件事故の状況について検討する。
(ア)　原告は，シンボリが原告の右下肢に衝突したため，原告は転倒して傷害

を負ったと主張し，原告本人は，本件事故の状況について，目の前を右か
ら左にテニスボールが通り過ぎていき，次に，水で濡れたような犬が通り過
ぎていった後，視線を右に戻したところ，黄色い大きな犬が視界に入ってき
て，自分に衝突したと陳述（甲２０）ないし供述し，証人Ａは，本件事故の状
況について，目の前を右から左にテニスボールが通り過ぎていき，次に，黄
色い大きな犬が，原告の右膝辺りに衝突して，鈍い音がして，犬は一声吠
え，原告は足をすくわれるようにして一回転してうつぶせに倒れたと陳述
（甲１，１９）ないし証言している。

(イ)　他方，被告は，シンボリが被告に衝突したことはないと主張し，被告本人
は，テニスボールを投げてシンボリを遊ばせていたが，シンボリに追いかけ
させるためのテニスボールは，原告らよりもかなり前を通るように投げ，シ
ンボリは，ボールを追いかけて直線的に走っており，原告が転倒した直後
もボールを追いかけていたこと，原告が転倒した地点は，テニスボールが
通った線よりも後ろの方であったし，原告が転倒を始めたところは見ていな
いが，途中から両足をそろえて後ろに宙返りして，うつ伏せに地面に落ちた
のは見ており，鈍い音や犬の悲鳴は聞いていないことから，原告は，シンボ
リと衝突して転倒したものではなく，シンボリが原告の前を走り去るのを見
て驚いて転倒したか，故意に転倒したものであると陳述（乙２）ないし供述
し，証人Ｂは，原告が転倒した地点とテニスボールが通った地点は離れて
おり，シンボリが走っていった直線と原告が転倒した地点とは重なるように
は見えず，衝突した音や犬の悲鳴は聞こえなかったし，また，原告が転倒
を始めたところは見ていないが，後ろ向きに宙返りを始めてうつ伏せに着地
したところは見ており，そのとき，原告の周りにはシンボリ以外の犬はいな
かったと陳述（乙３）ないし供述している。

イ　そこで，以上の供述等を検討する。
(ア)　原告は，両足を高くあげて体が宙に浮いた状態から転倒して顔面を強打

した結果，顔面，胸背部，四肢外傷及び顔面骨折，脛骨高原骨折等の重



大な傷害を負ったこと（前記第２，１(2)の事実，証人Ａ，同Ｂ，被告本人），そ
の受傷状態は「瞬時に下肢（特に軸足）に強い外力を受け防禦反射ができ
ない速度で顔面も打撲したと推定される」旨の医師の意見書が存在するこ
と（甲１６）からすると，原告は，その右足に強い外力が加わって足をすくわ
れた状態になって転倒したことが推認される。

(イ)　原告本人の本件事故状況に関する供述は，原告が他の犬に目をやり直
前までシンボリに気付かず歩いていたところ，体重約３０キログラムのゴー
ルデンレトリーバーの成犬であるシンボリが勢いよく走りながら原告の右足
に側面から衝突したというものであり，上記の受傷状況と合致するものであ
るし，証人Ａは，原告と連れ立って，その右側を１歩下がって歩いている状
態の至近距離で本件事故を目撃したものであり（甲１９，証人Ａ，同Ｂ），そ
の証言内容は，前記(ア)の受傷状況や原告本人の供述とも合致するもので
あるから，証人Ａの証言及び原告本人の供述は，十分信用することができ
る。

　　また，原告が転倒した際に，シンボリが被告の投げたテニスボールを追っ
て，原告の側を駆け抜けていったこと自体は，いずれの証言及び供述にお
いて合致しており，その事実が認められるところであり，証拠（証人Ｂ，被告
本人）によれば，原告が転倒した当時，他の犬は原告の周りにはいなかっ
たことが認められ，本件全証拠によるも，他に本件公園内を夫と散歩中だ
った原告が激しく転倒する原因となる事情も認められない。

(ウ)　一方，被告は，原告から約２５メートル離れた位置にいて，原告が本件
公園に入ってくるところと，その後原告の体が宙に浮いて転倒するところを
見ているが，その間，原告から目をそらして周辺の状況を見ており，原告が
転倒を始めた時点の状況を目撃していない（被告本人）ことからすると，シ
ンボリが原告に接触していないことに関する被告本人の供述は，直ちに採
用できない。また，証人Ｂにおいても，原告から１０メートルないし１５メート
ル離れた地点で，飼い犬の引き綱を外して足下で遊ばせながら知人と立ち
話をしており，原告の転倒状況について，原告が宙に浮いて地面に落ちた
ところは見ているが，原告が転倒を始めた時点の状況を目撃していないし，
シンボリが原告に接触せずに側を駆け抜けるところを目撃したものでもない
（証人Ｂ）から，シンボリの走行位置と原告との距離等に関する証言は直ち
に採用できない。さらに，証人Ｂ及び被告本人は，原告が犬とぶつかった衝
突音や犬の悲鳴を聞いていないと証言ないし供述するが，前記に認定し
た，原告と被告及びＢとの位置関係，被告やＢが原告の方を注視しておら
ず，また，関心も払っていなかったことからすると，人と犬がぶつかった衝突
音やその際の犬の鳴き声などに気付かなかったとしても不自然とはいえ
ず，これらの証言ないし供述も衝突の事実を否定するに足りるものではな
い。

(エ)　以上の検討によれば，被告の投げたテニスボールを追いかけていたシ
ンボリが，原告の右下肢に衝突したことにより，原告は転倒したと認めるこ
とができる。

(2)ア　次に，本件事故後の状況について検討するに，証拠によれば，以下の事実
が認められる。
(ア)　本件事故後，通報を受けて本件公園に赴いた警察官は，現場にいた人

々から本件事故について事情を聴取した上，被告に対してのみ，氏名，住
所及び電話番号を書くよう求め，Ａに対し，被告が氏名，住所及び電話番
号を書いたメモを手渡した（甲１，１７，１９，証人Ａ，被告本人）。

(イ)　原告らは，本件事故の目撃者が呼んだ救急車に乗り丙病院へ向かった
が，被告は，原告とＡの乗った救急車に同乗し，一緒に丙病院へ行った（甲
１，１９，２２，乙２，証人Ａ，原告本人，被告本人）。

(ウ)　被告は，丙病院の受付の職員から，事故の原因について質問されて，
犬に噛まれたのではなく，足をすくわれた旨を答えた（甲１，１９，証人Ａ，被
告本人）。

(エ)　原告ら及び被告は，丙病院での診察を終え，被告が呼んだタクシーでＡ
が当時居住していた早稲田大学の宿舎へと向かった。被告は，原告がＡに
背負われて３階にある原告らの部屋へ階段で戻る際，原告の体を支えるな
どして手伝い，また，平成１２年９月３日午後４時ころ，被告宅からテレビや
炊飯器等をＡの部屋に持ってきた（甲１，１９，乙２，証人Ａ，被告本人）。



(オ)　被告は，同月５日，原告の容態が悪化したため，原告に同行して，丙病
院に行き，原告が同日入院するに際し，丙病院に対して，治療費等の支払
について連帯保証をした（甲１，５，１９，乙２，証人Ａ，被告本人）。

(カ)　被告は，原告が入院した後，数回，丙病院に原告を見舞った（甲１，１４，
１９，乙２，証人Ａ，原告本人，被告本人）。

(キ)　Ａ，国際交流基金の宮本薫及び原告が加入していた保険会社の担当者
は，被告と，同月２６日及び同年１０月２４日，本件事故に関して話合いを持
った。被告は，同年１０月２４日の話合いの場において，犬の保険（賠償保
険）には加入していないこと，原告の損害のうち，原告の保険で填補できな
い分については，被告が支払うべきこと，原告らが中国に帰る前に支払を
済ませたいことなどを述べた。そして，被告は，その話合いの状況について
録音し，原告に対し，同年１１月１１日，同録音を反訳したものを手渡した
（甲１８，１９，２１，乙２，証人Ａ，被告本人）。

イ　前記アに認定した事実によれば，被告は，本件事故後，自らの飼い犬である
シンボリが原因で，本件事故が発生したことを前提とする行動をとっていたも
のと認められる。

ところで，被告本人は，シンボリが原告にぶつかったとは考えておらず，もし
かしたら原告を驚かせたために本件事故が発生したのではないかと考えてい
たから，警察官に対し氏名，住所及び電話番号を渡し，退職していて時間に
余裕のあったこともあって，原告らが病院に向かう救急車に同乗したのであ
り，また，Ａから「お父さんになってほしい」と言われて，原告の入院の際にも
連帯保証人となったのであるし，本件事故後のＡらとの交渉も，決して自分に
責任が存在することを前提としたものではなく，原告に保険が下りるまでの間
の治療費を立て替えることについて交渉しようとしていたのに，原告の請求が
慰謝料等も含む，被告の責任を前提とするものとなっていったために，Ａらと
の交渉を打ち切ったと陳述（乙２）ないし供述している。

しかし，原告の入院の際に，連帯保証人となった経緯についての被告の陳
述ないし供述は不合理であるから信用することはできないし，前記ア(キ)に認
定したＡらと被告との交渉における被告の発言をみると，被告が，自らが賠償
責任を負うことを前提としていることは明らかであり，被告本人の前記供述は
信用できず，被告は，当初，シンボリが原因となって本件事故が発生したと考
えた上で対応していたのに，原告からの請求額が予想以上に大きくなりそうな
ことを危惧し，前記(1)イ(ウ)のとおり，自本件事故の状況そのものについては
見ていなかったこともあって，シンボリが原因ではないという態度を取るように
なったものと推認される。

ウ　以上によれば，本件事故後の状況については，前記(1)のとおりのシンボリ
が原告に衝突したという認定と矛盾しないばかりか，同認定を裏付けるものと
評価することができる。

(3)　よって，被告は，原告に対し，動物の占有者の責任に基づき，損害賠償責任を
負うものというべきである。

２　争点(2)について
(1)　原告の入通院状況及び後遺症について，証拠によれば，以下の事実が認めら

れる。
ア　原告は，本件事故日である平成１２年９月３日，丙病院に通院した（甲１，１

９，２０，乙２，証人Ａ，原告本人，被告本人）。
イ　原告は，顔面，胸背部，四肢外傷及び顔面骨骨折，脛骨高原骨折等の傷害

により，平成１２年９月５日から平成１３年１月１２日までの１３０日間，丙病院
に入院した（甲６（枝番含む，以下同じ。），２３（枝番含む，以下同じ。））。

ウ　原告は，丙病院から退院した後，同月２５日，２月８日，同月２２日，３月１
日，同月８日，同月２２日，４月５日，同月１６日，同月２６日，５月１０日，同月
２４日，６月７日，同月２１日，同月２８日，７月５日，同月１２日，同月１９日，同
月２６日，８月２日，同月８日，同月２０日，同月２３日，同月２７日，同月２８日
の２４日間，丙病院に通院した（甲２４，２５（枝番含む，以下同じ）。）。

エ　原告は，同年７月１２日時点においてその症状が固定し，眼球運動障害によ
る上方視での複視の後遺症，右頬骨及び両上顎骨骨折による外傷性顎関節
症に伴い，自覚症状として右頬部のしびれ及び頭痛，他覚所見も伴うものとし
て咬筋部の疼痛，右眼窩下神経麻痺，左顎関節痛及び咬合不全の後遺症，
右脛骨高原骨折に伴う右膝内部の可動域制限（他動で健側１６０度，患側１１



０度，自動で健側１３５度，患側８０度）の後遺症が，それぞれ残存している。
特に，原告は，咬合不全，左顎関節痛及び咬筋部の疼痛により，固い肉や生
野菜を食べることができず，御飯は柔らかく炊いて食べている（甲３０（枝番含
む，以下同じ。），原告本人）。

(2)　以上の事実を基に，原告の損害額について検討する。
ア　入院治療費

証拠（甲６，２３，２６）によれば，原告は，前記(1)イの入院に際し，計６０２万
１０４０円の入院治療費を要したことが認められ，同金額は，本件事故による
損害となる。

イ　入院雑費
入院雑費は１日１３００円が相当であり，前記(1)イのとおり，原告は１３０日

間入院しているから，１６万９０００円が，本件事故による損害となる。
ウ　付添看護費

本件全証拠によるも，丙病院は完全看護の体制をとっていないことや，原
告には付添いを必要とする医師の所見があることは認められないが，証拠
（証人Ａ，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，原告は来日してまもなく本
件事故によって丙病院に入院することを余儀なくされ，日本語が理解できなか
ったため，日本語ができるＡが，原告の入院期間を通して付添いをしたことが
認められる。これらの事情によれば，日本語ができるＡの付添看護が必要で
あったと認められ，以上の事情を考慮してその付添看護費は１日３０００円と
認めるのが相当であるところ，前記(1)イのとおり，原告の入院日数は１３０日
であるから，３９万円が，本件事故による損害となる。

エ　付添交通費
前記ウのとおり，原告の入院に当たって，Ａの付添いが必要であった。原告

は，平成１２年９月５日及び同月１３日はタクシーを利用したと主張するが，Ａ
において原告の手術の日である同月１３日にタクシーを使う必要があったとは
認められないから，タクシー代については原告の入院日である同月５日分の
みが，本件事故による損害となる。そして，証拠（甲３２の４，６）及び弁論の全
趣旨により，１日の交通費は１１２０円，９月５日のタクシー代は２８５０円であ
ると認められから，入院日数１３０日のうち，９月５日分を除いた１２９日分と，
９月５日のタクシー代２８５０円を併せると，１４万７３３０円が，本件事故による
損害となる。

オ　通院治療費
証拠（甲２６）によれば，原告は，通院治療費として７０万４３６０円を要した

ことが認められ，同金額が，本件事故による損害となる。
カ　通院交通費

証拠（甲３２の４）及び弁論の全趣旨により，１日の通院交通費は１１２０円
と認められ，前記(1)ウのとおり，原告は，２４日間通院しているから，２万６８８
０円が，本件事故による損害となる。

キ　通院付添費
前記ウのとおり，原告は日本語を解さず，Ａは理解できること，前記(1)エの

とおり原告には後遺症が残存しており，一人で通院するのは困難であること
が認められ，これらの事情によれば，原告の通院に際しては，Ａが付き添う必
要があるところ，１日の通院付添費は１５００円が相当であるから，３万６０００
円が，本件事故による損害となる。

ク　通院付添交通費
前記カキのとおり，原告の通院には，Ａの付添いが必要であり，１日の交通

費は１１２０円であるから，２万６８８０円が，本件事故による損害となる。
ケ　リハビリ用品

証拠（甲７（枝番含む，以下同じ。），２７）及び弁論の全趣旨によれば，原告
は，リハビリ用品代として，３万９３２０円を支出したことが認められ，同金額
が，本件事故による損害となる。

コ　国際通話料
証拠（甲８（枝番含む，以下同じ。），２９）及び弁論の全趣旨によれば，原告

は，国際通話料として３万６６２２円を支出したことが認められるが，原告には
夫であるＡが付き添っていたことを考えると，国際通話料の支出が，本件事故
と相当因果関係がある損害とは認められない。

サ　国際渡航費等



証拠（甲９ないし１３（枝番含む，以下同じ。），１９，証人Ａ，原告本人）によ
れば，原告らの１７歳の息子であるＣが，原告を見舞うために東京へ訪れたこ
とが認められるが，原告には，夫であるＡが付き添っていたこと，前記(1)イに
認定した本件事故による原告の傷害は，命にかかわるほどであったとまで認
めるに足りる証拠がないことに照らし，Ｃが原告の見舞のために東京を訪れ
た渡航費等は，本件事故と相当因果関係がある損害とまでは認められない。

シ　休業損害
原告は，日本において，主婦として稼働する予定であったが，本件事故日

である平成１２年９月３日から，退院の日である平成１３年１月１２日までの１３
２日間と，退院後通院した２４日間の合計１５６日間について，休業していたと
認められ，平成１２年賃金センサス第１巻第１表・産業計・企業規模計・女性
労働者・学歴計・全年齢の年収額３４９万８２００円を基礎に１５６日の休業損
害を算定すると１４９万５１２１円となる。
3,498,200�¡365×156＝1,495,121（１円未満切捨て）

ス　入通院慰謝料
前記(1)イウに認定したとおり，原告は，１３０日間入院し，約７箇月半にわ

たって２４日間通院しているから，入通院による慰謝料としては，２００万円が
相当であり，同金員が，本件事故による損害となる。

セ　逸失利益
原告は，前記(1)エに認定したとおりの後遺障害を有しており，上方視で複

視が生ずるのは自動車損害賠償保障法施行令第２条別表後遺障害別等級
表（以下「後遺障害等級」という。）１４級に，顔面の骨折による外傷性顎関節
症に伴い，右頬骨のしびれ，頭痛，咬筋部の疼痛，右眼窩下神経麻痺，右顎
関節痛といった神経症状が残存するのは後遺障害等級１２級１２号に，右膝
の関節の可動域が４分の３以下に減じているのは，後遺障害等級１２級７号
にそれぞれ該当することが認められ，さらに，上記神経症状や外傷性顎関節
症に伴う咬合不全の後遺症によって固い肉などの固形物を食べることができ
ない状態にあることを総合考慮すると，原告の後遺障害は，併合で後遺障害
等級１０級に該当していると認めるのが相当である。また，証拠（甲３１，原告
本人）によれば，原告は，中国において四川大学新文学與新聞学院に実験師
として勤務して，年収６万６３２０元の収入を得ていたこと（口頭弁論終結日で
ある平成１４年１月２５日現在において，１元＝１６．２７円であることは当裁判
所に顕著であるところ，６万６３２０元は日本円に換算して約１０７万９０２６円と
なる。），症状固定の日である平成１３年７月１２日現在４６歳であったことが認
められ，本件後遺障害により，今後２１年間にわたって労働能力を２７パーセ
ント喪失したと評価するのが相当であり，ライプニッツ方式による中間利息を
控除して２１年間の逸失利益の本件事故時の現価を求めると，３７３万５２６１
円となる。
1,079,026×0.27×12.8211=3,735,261（１円未満切捨て）

ソ　後遺症慰謝料
前記セのとおり，原告の後遺障害は１０級に該当するから，後遺症慰謝料

は５１０万円が相当である。
タ　将来の治療費

証拠（甲２８）によれば，原告の顎関節症は治癒しておらず，現在もスプリン
ト療法及び内服治療を続行中であることが認められるが，本件全証拠による
も，今後どの程度の治療が必要で，どの程度の費用がかかるかは明確では
ない上に，前記(1)エのとおり，原告の症状は既に固定しており，症状固定後
の治療費を請求するものであるから，これを損害として認めることはできな
い。

チ　弁護士費用
上記アないしタに認定した原告の損害額の合計は，１９８９万１１９２円であ

るところ，原告が本訴の提起を弁護士である原告訴訟代理人に委任したこと
は本件訴訟上明らかであり，本件事故により相当因果関係がある損害として
認めるべき弁護士費用は，１５０万円が相当である。

ツ　合計
以上によれば，原告の本件事故による損害は２１３９万１１９２円となる。

(3)　保険会社からの支払について



証拠（甲３２（枝番含む。））によれば，住友海上は，原告との間の海外旅行傷
害保険契約に基づき，丙病院に対し，１９５万９５９０円を支払ったこと，原告に対
し，３９万９６３４円を支払ったことが認められる。以上の合計２３５万９２２４円
は，原告が被告に対して有する損害賠償請求権から差し引かれるべきものであ
る。

(4)　よって，原告の損害２１３９万１１９２円から，保険によって填補された２３５万９
２２４円を差し引いた１９０３万１９６８円が，被告が賠償するべき損害となる。

３　以上によれば，原告の請求は，１９０３万１９６８円及びこれに対する訴状送達の
日の翌日である平成１３年１月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に
よる金員の支払を求める限度において理由があるから，これを認容し，その余の
請求は理由がないので棄却することとし，主文のとおり判決する。
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